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政
府
が
十
一
月
十
三
日
に
国
会
に
提
出
し
た
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
人
事
案
に
つ
い
て
は
、
先
に
提
出
し
た
「
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
の
人
事
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
国
民
か
ら
疑
念
を
持
た
れ
な
い
人
選
が
不
可
欠
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
人
事
案
は
、
カ
ジ
ノ
監
視
業
務
に
必
要
な
信
頼
を
国
民
か
ら
得
ら
れ
る
と
は
到

底
思
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

委
員
長
候
補
で
あ
る
元
防
衛
監
察
監
の
北
村
道
夫
氏
に
つ
い
て 

 
 

北
村
道
夫
氏
は
、
陸
上
自
衛
隊
が
破
棄
し
た
と
し
て
い
た
南
ス
ー
ダ
ン
国
連
平
和
維
持
活
動
部
隊
の
日
報
が
、
実
は
存
在

し
、
隠
ぺ
い
さ
れ
て
い
た
事
件
が
明
ら
か
に
な
っ
た
当
時
の
防
衛
監
察
監
で
あ
る
。 

 
 

防
衛
監
察
本
部
は
、
「
防
衛
監
察
を
通
じ
て
各
部
隊
・
機
関
の
問
題
点
を
発
見
し
改
善
策
を
助
言
す
る
と
と
も
に
、
不
正

や
非
違
行
為
に
つ
な
が
る
行
為
を
未
然
に
防
止
す
る
」
（
同
本
部
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
説
明
よ
り
）
役
割
を
持
ち
、
防
衛
監
察
監

は
そ
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
。 

 
 

隠
蔽
さ
れ
て
い
た
の
は
、
日
報
に
「
戦
闘
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
一
方
で
、
稲
田
朋
美
防
衛
大
臣
（
当
時
）
が
国
会

で
、
「
戦
闘
行
為
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
こ
の
場
合
は
Ｐ
Ｋ
Ｏ
五
原
則
に
抵
触
を
し
て
く
る
、
す
な
わ
ち
憲
法
上
の
問



 

２ 

 

題
が
起
き
る
」
（
二
〇
一
七
年
二
月
十
四
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
）
と
し
、
「
戦
闘
」
を
「
大
規
模
な
武
力
衝
突
」
と
言
い

換
え
て
答
弁
を
行
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
戦
闘
」
の
文
字
が
書
か
れ
た
日
報
の
隠
蔽
に
、
大
臣
が
ど
の
よ
う

に
関
与
し
て
い
た
の
か
が
、
国
民
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。 

 
 

日
報
隠
蔽
事
件
を
受
け
て
、
防
衛
監
察
本
部
は
特
別
防
衛
監
察
を
行
い
、
二
〇
一
七
年
七
月
二
十
七
日
に
「
特
別
防
衛
監

察
の
結
果
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
た
。 

 
 

し
か
し
、
稲
田
大
臣
は
調
査
の
対
象
外
で
あ
り
、
監
察
の
た
め
の
「
面
談
対
象
者
一
覧
」
の
欄
外
に
、
「
防
衛
大
臣
か
ら

事
実
関
係
の
解
明
の
た
め
協
力
を
得
た
」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
た
。
こ
の
時
、
稲
田
大
臣
か
ら
事
実
聴
取
を
し
た
人
物
が
、

元
福
岡
高
等
検
察
庁
検
事
長
で
あ
っ
た
北
村
道
夫
・
防
衛
監
察
監
（
当
時
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。 

 
 

稲
田
大
臣
は
直
後
に
辞
任
し
、
安
倍
政
権
は
こ
の
事
件
の
幕
引
き
を
図
っ
た
が
、
そ
の
翌
年
四
月
に
な
り
、
や
は
り
調
査

の
対
象
外
だ
っ
た
防
衛
省
情
報
本
部
か
ら
も
新
た
に
日
報
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
民
の
不
信
は
ま
っ
た
く
解
消
さ
れ

て
い
な
い
。 

 
 

国
民
の
疑
念
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
明
確
で
あ
り
な
が
ら
、
同
人
物
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
委
員
長

に
任
命
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
は
な
い
か
。
任
命
権
者
で
あ
る
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 



 

３ 

 

二 

元
警
視
総
監
の
樋
口
建
史
氏
に
つ
い
て 

 
 

樋
口
建
史
氏
は
二
〇
一
三
年
一
月
ま
で
警
視
総
監
を
務
め
た
後
、
二
〇
一
四
年
に
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
大
使
に
就
任
し
た
が
、

そ
の
就
任
に
は
菅
義
偉
官
房
長
官
が
大
き
く
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。 

 

１ 

こ
れ
は
事
実
か
。 

 

２ 

樋
口
建
史
氏
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
人
事
案
に
も
、
菅
義
偉
官
房
長
官
が
関
わ
っ
て
い
る
の
か
。 

三 

先
に
提
出
し
た
「
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
人
事
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
で
も
問
う
た
よ
う
に
、
五
人
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
候
補
の
三
人
ま
で
が
、
一
九
九
九
年
四
月
二
十
七
日
に
閣
議
決
定
し
た
「
審
議
会
等
の
整
理
合
理
化
に
関
す
る
基
本
的
計

画
」
で
「
厳
に
抑
制
す
る
」
と
し
た
「
府
省
出
身
者
」
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
抑
制
さ
れ
て
い
な
い
。 

 
 

先
に
述
べ
た
二
人
の
他
、
元
国
立
印
刷
局
理
事
長
で
あ
る
氏
兼
裕
之
氏
は
、
大
蔵
省
（
財
務
省
）
や
国
税
局
長
の
他
に
も

通
産
省
、
厚
生
労
働
省
を
歴
任
、
渡
路
子
氏
は
、
厚
生
労
働
省
に
勤
務
し
た
経
歴
が
あ
り
、
さ
ら
に
委
託
事
業
災
害
派
遣
精

神
医
療
チ
ー
ム
事
務
局
次
長
な
ど
を
務
め
た
が
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
の
専
門
家
で
は
な
い
。 

 
 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
「
府
省
出
身
者
」
や
府
省
勤
務
経
験
者
を
任
命
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
余
人
を

持
っ
て
代
え
が
た
い
と
す
る
根
拠
を
は
っ
き
り
と
示
す
必
要
が
あ
る
が
ど
う
か
。 



 

４ 

 

四 

遠
藤
典
子
氏
は
、
先
に
提
出
し
た
「
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
人
事
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
で
も
問
う
た
が
、
「
原
則
と

し
て
最
高
三
と
し
、
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
で
も
四
を
上
限
」
と
し
た
閣
議
決
定
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
々
の
審

議
会
等
の
委
員
を
か
け
持
ち
し
て
い
る
。 

 
 

従
っ
て
、
計
五
人
の
う
ち
一
人
た
り
と
も
、
国
民
の
信
頼
を
経
て
、
カ
ジ
ノ
管
理
業
務
の
職
責
を
果
た
せ
る
と
も
思
え
な

い
。
全
面
的
に
こ
の
人
事
は
見
直
し
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


